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令和７年１１月第１回臨時会会議録  

 

 令和７年豊郷町議会１１月臨時会は、令和７年１１月１４日豊郷町役場内に招集された。 

 

 １、当日の出席議員は次のとおり  

             １ 番    長谷川 貴 康  

             ２ 番    西 山 一 男  

             ３ 番    井 上 喜美子  

             ４ 番    本 田 淸 春  

             ５ 番    辻󠄀 本   勇  

             ６ 番    中 島 政 幸  

             ７ 番    村 岸 善 一  

             ８ 番    前 田 広 幸  

             ９ 番    西 澤 博 一  

            １０ 番    鈴 木 勉 市  

            １１ 番    河 合   勇  

            １２ 番    今 村 恵美子  

 

 ２、当日の欠席議員は次のとおり  

               な     し  

 

 ３、地方自治法第１２１条の規定に基づき提案理由の説明のために出席を求めたる者は

次のとおり  

        町 長    伊 藤 定 勉  

        教 育 長    堤   清 司  

        総務課長兼企画振興課長    清 水 純一郎  

        税 務 課 長    山 田 篤 史  

        保 健 福 祉 課 長    辰 見 栄 子  

        医 療 保 険 課 長    小 西 直 美  

        住 民 生 活 課 長    森   ちあき  

        会 計 管 理 者     馬 場 貞 子  

        人 権 政 策 課 長    西 山 逸 範  

        地 域 整 備 課 長    山 田 裕 樹  

        産 業 振 興 課 長    岡 村 浩 孝  
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        上 下 水 道 課 長    中 山 圭 史  

        教 育 次 長    西 山 喜代史  

 

 ４、当日の会議に職務のため出席した者は次のとおり  

        議 会 事 務 局 長    森 本 智 宏  

        書 記    加 藤 咲希子  

 

 ５、提案された議案は次のとおり  

    議長辞職の件 

    選挙第１号  議長選挙の件 

    総務産業建設・文教民生・予算決算常任委員会委員の選任の件  

    諸般の報告（総務産業建設・文教民生・予算決算常任委員会 正・副委員長互選

の結果報告）  

    議会広報常任委員会委員の選任の件  

    諸般の報告（議会広報常任委員会 正・副委員長互選の結果報告）  

    議会運営委員会委員の選任の件  

    諸般の報告（議会運営委員会 正・副委員長互選の結果報告）  

    選挙第２号  大滝山林組合議会議員選挙の件  

    諸般の報告（大滝山林組合議会議員互選の結果報告）  

    選挙第３号  彦根市・犬上郡営林組合議会議員選挙の件  

    選挙第４号  湖東広域衛生管理組合議会議員選挙の件  

    選挙第５号  彦根愛知犬上広域行政組合議会議員選挙の件  

    選挙第６号  滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の件  

    議第６２号  豊郷町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例  

    委員会の閉会中の継続調査申し出について  

          （議会運営委員会）（総務産業建設常任委員会）（文教民生常任委員

会）（予算決算常任委員会）（議会広報常任委員会）  
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村岸議長  皆さん、おはようございます。 

 定刻より少し早いようですが、皆様おそろいですので、これより、令和７

年１１月第１回豊郷町臨時議会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は１２名で、会議開会定足数に達しております。よって、

第１回臨時会は成立いたしました。 

 本日の会議を開きます。 

 （午前８時５８分） 

 最初に留意事項をご説明いたします。会議規則に基づき、規則を遵守願いま

す。お手元の携帯電話の電源をお切りになるか、マナーモードに切り替えてい

ただきますようお願いいたします。会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議

事の妨害となる言動をお慎みください。また、採決の際は、みだりに離席をし

ないようお願いいたします。そうした中でも特にお願いをしておきたいことは、

発言は全て簡明にするものとし、議題外にわたり、またはその範囲を超えた発

言はされませんよう、会議規則の規定を尊重し、円滑なる議会の運営にご協力

のほどお願いいたします。  

 なお、傍聴の方につきましては、静かに傍聴をしていただくことをお願いし

ます。  

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、１１番、河合勇君、１２

番、今村恵美子君を指名いたします。  

 日程第２、会期決定の件を議題といたします。  

 お諮りいたします。  

 臨時会の会期は本日１日限りといたしたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。  

議  員  異議なし。  

村岸議長  異議なしと認め、よって会期は本日１日間と決しました。  

 ここで暫時休憩いたします。自席でお待ちください。  

（午前９時０１分 休憩）  

 

（午前９時０２分 再開）  

井上副議長  それでは、再開いたします。 

 先日、議長の村岸善一君から、豊郷町議会会議規則第９８条第１項の規定に

より議長の辞職が提出され、これを受理したことから、地方自治法第１０６条

第１項の規定により、私が議長の職務を行いますので、よろしくお願いいたし
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ます。  

 日程第３、議長辞職の件を議題といたします。  

 地方自治法第１１７条の規定により、村岸善一君の退場を求めます。  

村岸議長  （退場） 

井上副議長  事務局長に辞職願を朗読させます。  

議会事務局長  （朗読） 

井上副議長  お諮りいたします。  

 村岸善一君の議長の辞職を許可することにご異議はありませんか。  

議  員  異議なし。 

井上副議長  異議なしと認めます。よって、村岸善一君の議長の辞職を許可することに決

定いたしました。  

 村岸善一君の入場を許します。  

村岸議長  （入場） 

井上副議長  これより議会運営委員会の開催に伴い、委員の方々は委員会室にご参集願い

ます。また、開催に伴い、事務局職員の出席を求めます。  

 それでは、委員会開催のため、暫時休憩といたします。  

（午前９時０５分 休憩）  

 

（午前９時０７分 再開）  

井上副議長  再開いたします。 

 ただ今議長が欠けました。 

 お諮りいたします。 

 議長選挙の件を日程に追加し、追加日程第４として議長の選挙を行いたいと

思います。ご異議ありませんか。 

議  員  異議なし。 

井上副議長  異議なしと認めます。よって、議長選挙の件を日程に追加し、追加日程第４

として議長の選挙を行うことに決定いたしました。 

 ただいまより、事務局長に日程を配付させます。 

議会事務局長  （日程配付） 

井上副議長  追加日程第４として、議長の選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の出入口を閉めます。 

議会事務局長  （議場閉鎖） 

井上副議長  ただいまの出席議員は１２名です。 
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 次に、立会人を指名いたします。会議規則第３２条第２項の規定により、立

会人に西山一男君及び前田広幸君を指名いたします。 

 投票用紙を配布する前に申し上げます。投票用紙の記名については、以前よ

り記載所を設けてほしいとのことから、県議長会に問合せをしました。結果、

記名方法については、各議員の自席での記名または投票箱横での記名、どちら

の方法も可となりますので、各議員の判断により選択し決め願います。 

 投票用紙を配ります。 

議会事務局長  （投票用紙配付）  

井上副議長  念のために申し上げます。投票は単記無記名です。投票用紙の配付漏れはあ

りませんか。 

議  員  なし。 

井上副議長  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

議会事務局長  （投票箱点検） 

井上副議長  異状なしと認めます。 

 それでは、ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投票願います。 

議  員  （投票） 

井上副議長  投票漏れはありませんか。  

議  員  なし。 

井上副議長  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 ただいまより開票事務を行います。西山一男君及び前田広幸君の開票の立会

いをお願いいたします。 

議会事務局長  （開票） 

井上副議長  それでは、ただいまの選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数１２票、有効投票１２票、無効投票０票です。河合勇君３票、中島

政幸君６票、鈴木勉市君３票。以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は３票です。したがって、中島政幸君が議長に当選い

たしました。 

 議場の出入口を開きます。 

議会事務局長  （議場開放） 

井上副議長  ただいま議長に当選されました中島政幸君が議場におられます。会議規則

第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

 中島政幸君、議長当選の承諾及びご挨拶をお願いいたします。 

中島議員  それでは、皆様、おはようございます。ただいま豊郷町議会議長をお預かり
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することになりました中島政幸でございます。 

 まずは、議員の皆様にはご信任いただきまして、誠にありがとうございます。

そして豊郷町を支えていただいています豊郷町民の皆様、行政の皆様には改め

てお礼申し上げます。 

 今後も実りある議論を重ねて努めてまいりたいと思います。まだまだ未熟で

すが、ご指導いただきまして、議長就任のご挨拶といたします。本日はどうも

ありがとうございます。 

井上副議長  これで議長の職務は終了いたしました。これをもって議長の職務を解任させ

ていただきます。皆様のご協力を賜り、無事職務を果たせましたことをお礼申

し上げます。 

 議長、議長席にお着き願います。 

 それでは、中島議長と交代いたします間、暫時休憩といたします。 

（午前９時２２分 休憩）  

 

（午前９時２３分 再開）  

中島議長  それでは、再開いたします。 

 ただいまは、井上副議長におかれましては本当にご苦労さまでした。ありが

とうございました。 

 ここで、執行部の皆様にお願いをいたします。 

 これより議会の委員会構成や一部事務組合選出議員の選挙などが主要議題と

なりますので、この後提出議案を控えている課長以外の課長の皆様は退席をお

願いしたいと思います。 

 退席の間、暫時休憩といたします。 

（午前９時２３分 休憩）  

 

（午前９時２４分 再開）  

中島議長  それでは、再開いたします。 

 日程第５、総務産業建設・文教民生・予算決算常任委員会の選出の件を議題

といたします。 

 お諮りいたします。 

 本件については、委員会条例第７条第４項の規定によって、お手元に配付の

名簿のとおり指名したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

議  員  異議なし。 

中島議長  異議なしと認め、総務産業建設・文教民生・予算決算常任委員会委員は、お
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手元に配付の名簿のとおり選任することに決定いたしました。 

 総務産業建設・文教民生及び予算決算常任委員会委員の選任が行われました

ので、委員会条例第９条第１項の規定により、委員長、副委員長互選のため、

委員会を招集しますので、指定の場所に参集をお願いいたします。なお、正副

委員長の結果を議長までご報告願います。 

 委員会開催場所は委員会室とし、最初に総務産業建設常任委員会、その後、

文教民生常任委員会、その後、予算決算常任委員会の順次で開催したいと思い

ます。 

 委員会開催に伴い、事務局職員の出席を求め、委員会開催のため、暫時休憩

といたします。 

（午前 ９時２６分 休憩）  

 

（午前１０時０８分 再開）  

中島議長  それでは、再開いたします。 

 日程第６、諸般の報告をいたします。 

 総務産業建設・文教民生・予算決算常任委員会の正副委員長の互選の結果を

報告いたします。 

 総務産業建設常任委員会の正副委員長は、委員長には選挙により前田議員、

副委員長には同じく選挙により長谷川議員になりました。 

 文教民生常任委員会の正副委員長は、委員長には選挙により河合議員、副委

員長には同じく選挙により辻󠄀本議員です。 

 予算決算常任委員会の正副委員長は、委員長には選挙により村岸議員、副委

員長には同じく選挙により西澤議員。 

 以上のとおりです。よろしくお願いいたします。 

 日程第７、議会広報常任委員会の選任の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 議会広報常任委員会の委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規

定により、お手元に配付しました名簿のとおり指名したいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

議  員  異議なし。 

中島議長  異議なしと認めます。したがって、議会広報常任委員会委員は、お手元に配

付しました名簿のとおり選任することに決定いたしました。 

 議会広報常任委員会委員の選任が行われましたので、委員会条例第９条第１

項の規定により、委員長・副委員長の互選のため委員会を招集いたしますので、
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委員会室に参集願います。なお、正副委員長の互選の結果を議長までご報告願

います。 

 委員会開催に伴い、事務局職員の出席を求めます。 

 委員会開催のため、暫時休憩といたします。 

（午前１０時１０分 休憩）  

 

（午前１０時２３分 再開）  

中島議長  それでは、再開いたします。 

 日程第８、諸般の報告をいたします。 

 議会広報常任委員会の正副委員長は、委員長には選挙により辻󠄀本議員、副委

員長には同じく選挙により西澤議員です。 

 以上の報告のとおりです。よろしくお願いいたします。 

 日程第９、議会運営委員会委員の選任の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員会委員の選任の件については、委員会条例第７条第４項の規定

により、お手元に配付しました名簿のとおり指名したいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

議  員  異議なし。 

中島議長  異議なしと認め、議会運営委員会委員については、お手元に配付の名簿のと

おり選任することに決定いたしました。 

 ただいま、議会運営委員会委員の選任が行われましたので、委員会条例第９

条第１項の規定により、委員長、副委員長の互選のため委員会を招集しますの

で、委員会室に参集を願います。なお、正副委員長の互選の結果を議長までご

報告お願いいたします。 

 委員会の開催に伴い、事務局職員の出席を求めます。 

 委員会の開催のため、暫時休憩いたします。 

（午前１０時２５分 休憩）  

 

（午前１０時３４分 再開）  

中島議長  それでは、再開いたします。 

 日程第１０、諸般の報告をいたします。 

 議会運営委員会の正副委員長は、委員長には選挙により村岸議員、副委員長

には同じく選挙により河合議員です。 

 以上の報告のとおりです。よろしくお願いいたします。 
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 ここで暫時休憩といたします。４５分まで休憩いたします。 

（午前１０時３５分 休憩）  

 

（午前１０時４４分 再開）  

中島議長  それでは、再開いたします。 

 日程第１１、選挙第２号大滝山林組合議会議員の選挙についてを議題といた

します。 

 選挙は、大滝山林組合規約に基づき、第３条の地域内に住所を有する２０歳

以上の者から１名を選出することとなっています。この規約の地域は雨降野、

八町、八目、石畑、四十九院であり、その対象者で互選します。対象地区の議

員各位は委員会室に参集願います。 

 大滝山林組合議会議員の互選のため、暫時休憩いたします。 

（午前１０時４６分 休憩）  

 

（午前１０時４７分 再開）  

中島議長  それでは、再開いたします。 

 日程第１２、諸般の報告をいたします。 

 先の大滝山林組合議会議員の互選の結果は、村岸君が当選されました。 

 大滝山林組合議会議員に当選されました村岸君が議場におられますので、会

議規則第３３条第２項の規定により当選の告知をいたします。 

 日程第１３、選挙第３号彦根市・犬上郡営林組合議会議員の選挙を行います。

選挙は投票で行いますが、これにご異議ございませんか。 

議  員  異議なし。 

中島議長  異議なしと認めます。よって、選挙は投票によって行います。 

 議場の出入口を閉めます。 

議会事務局長  （議場閉鎖） 

中島議長  ただいまの出席議員は１２名です。 

 次に、立会人の指名をいたします。会議規則第３２条第２項の規定により、

立会人に西山一男君及び前田広幸君を指名いたします。 

 投票用紙をお配りいたします。 

議会事務局長  （投票用紙配付）  

中島議長  念のため申し上げます。投票は単記無記名です。投票用紙の配付漏れはあり

ませんか。 

議  員  なし。 
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中島議長  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

議会事務局長  （投票箱点検） 

中島議長  異状なしと認めます。 

 それでは、ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投票願います。 

議  員  （投票） 

中島議長  投票漏れはありませんか。  

議  員  なし。 

中島議長  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 開票を行います。西山一男君及び前田広幸君、開票の立合いをお願いいたし

ます。ただいまより開票事務を行います。 

議会事務局長  （開票） 

中島議長  それでは、投票結果を報告いたします。 

 投票総数１２、有効投票数１２、無効投票０。本田淸春君３票、前田広幸君４

票、河合勇君５票。 

 この選挙の法定得票数は３票でございます。したがって、河合勇君が彦根市・

犬上郡営林組合議会議員に当選されました。 

 議場の出入口を開きます。 

議会事務局長  （議場開放） 

中島議長  ただいま、彦根市・犬上郡営林組合議会議員に当選されました河合勇君が議

場におられます。会議規則第３３条第２項の規定によって当選の告知をいたし

ます。 

 日程第１４、選挙第４号湖東広域衛生管理組合議会議員の選挙を行います。 

 選挙は投票で行いますが、これでご異議ございませんか。 

議  員  異議なし。 

中島議長  異議なしと認めます。 

 よって、選挙は投票によって行います。 

 議場の出入口を閉めます。 

議会事務局長  （議場閉鎖） 

中島議長  ただいまの出席議員は１２名です。 

 次に、立会人指名をいたします。会議規則第３２条第２項の規定により、立

会人に西山一男君及び前田広幸君を指名いたします。 

 投票用紙をお配りいたします。 

議会事務局長  （投票用紙配付）  
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中島議長  念のために申し上げます。投票は単記無記名です。 

 なお、この湖東広域衛生管理組合の選出議員は２名であります。よって、高

点、得票数の多い２名が選出されます。 

 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

議  員  なし。 

中島議長  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

議会事務局長  （投票箱点検） 

中島議長  異状なしと認めます。ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投

票をお願いいたします。 

議  員  （投票） 

中島議長  投票漏れはありませんか。  

議  員  なし。 

中島議長  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 開票をいたします。西山一男君及び前田広幸君、開票の立会人をお願いいた

します。開票事務を行います。 

議会事務局長  （開票） 

中島議長  ただいまの選挙結果を報告いたします。 

 投票総数１２、有効投票１２、無効投票０。西山一男君５票、本田淸春君３

票、中島政幸４票。 

 この選挙の法定得票数は２票です。したがって、西山一男君と中島政幸が湖

東広域衛生管理組合議会議員に当選されました。 

 議場の出入口を開きます。 

議会事務局長  （議場開放） 

中島議長  ただいま、湖東広域衛生管理組合議会議員に当選されました西山一男君と中

島政幸が議場におられます。会議規則第３３条第２項の規定により当選の告知

を行います。 

 日程第１５、選挙第５号彦根愛知犬上広域行政組合議会議員の選挙を行いま

す。選挙は投票で行いますが、これにご異議ございませんか。 

議  員  異議なし。 

中島議長  異議なしと認めます。 

 よって、選挙は投票によって行います。 

 議場の出入口を閉めます。 

議会事務局長  （議場閉鎖） 
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中島議長  ただいまの出席議員は１２名です。 

 次に、立会人指名をいたします。会議規則第３２条第２項の規定により、立

会人に西山一男君及び前田広幸君を指名いたします。 

 投票用紙をお配りいたします。 

議会事務局長  （投票用紙配付）  

中島議長  念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 

 なお、この彦根愛知犬上広域行政組合の選出議員は２名であります。よって

高点、得票数の多い２名が選出されます。 

 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

議  員  なし。 

中島議長  配付漏れなしと認め、投票箱を点検いたします。 

議会事務局長  （投票箱点検） 

中島議長  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投票をお願いいたします。 

議  員  （投票） 

中島議長  投票漏れはありませんか。  

議  員  なし。 

中島議長  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 開票を行います。西山一男君及び前田広幸君、開票の立合いをお願いいたし

ます。開票事務を行います。 

議会事務局長  （開票） 

中島議長  ただいまの選挙の結果を報告いたします。この選挙の法定得票数は２票です。 

 今村恵美子君４票、河合勇君２票、鈴木勉市君１票、西澤博一君５票。 

 したがって、西澤博一君と今村恵美子君が彦根愛知犬上広域行政組合議会議

員に当選されました。 

 議場の出入口を開きます。 

議会事務局長  （議場開放） 

中島議長  ただいま、彦根愛知犬上広域行政組合議会議員に当選されました西澤博一君

と今村恵美子君が議場におられます。会議規則第３３条第２項の規定により当

選の告知をいたします。 

議  員  議長、もう一回、得票言うて。わしにはこれ、１１に見えんねんけど。 

中島議長  得票数、言うたらええね。 

議  員  得票数４、５、２違うたか。１１ある。 

中島議長  合うてます。もう一回言いますよ。今村恵美子君４票、河合勇君２票、鈴木
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勉市君１。西澤博一君が５票で、全部で１２。 

 それでは、日程第１６、選挙第６号滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員

の選挙を行います。滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員につきましては、

滋賀県後期高齢者医療広域連合規約第８条の規定により、関係市町の議会の議

員ならびに町長及び副町長のうちから、関係市町の議会において１人を選挙す

ることになっています。 

 なお、町長につきましては滋賀県後期高齢者医療広域連合の副広域連合長で

あり、副町長につきましては現在不在であるため、議会議員の中から１人を選

挙することとなります。選挙の方法については、地方自治法第１１８条の規定

により、投票で行います。 

 議場の出入口を閉めます。 

議会事務局長  （議場閉鎖） 

中島議長  ただいまの出席議員は１２名です。 

 次に、立会人指名をいたします。会議規則第３２条第２項の規定により、立

会人に西山一男君及び前田広幸君に指名いたします。 

 投票用紙をお配りいたします。 

議会事務局長  （投票用紙配付）  

中島議長  念のため申し上げます。投票は単記無記名です。投票用紙の配付漏れはあり

ませんか。 

議  員  なし。 

中島議長  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

議会事務局長  （投票箱点検） 

中島議長  異状なしと認めます。 

 それでは、ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投票をお願い

いたします。 

議  員  （投票） 

中島議長  投票漏れはありませんか。  

議  員  なし。 

中島議長  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 開票を行います。西山一男君及び前田広幸君、開票の立会いをお願いいたし

ます。ただいまより開票事務を行います。 

議会事務局長  （開票） 

中島議長  ただいまの選挙結果の報告をいたします。 
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 投票総数１２、有効投票１１、無効投票１。鈴木勉市君３、西澤博一君６、

中島政幸１、辻󠄀本勇君１。 

 この選挙の法定得票数は３票です。したがって、西澤博一君が滋賀県後期高

齢者医療広域連合議会議員に当選されました。 

 議場の出入口を開きます。 

議会事務局長  （議場開放） 

中島議長  ただいま、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました西澤博

一君が議場におられます。会議規則第３３条第２項の規定によって、当選の告

知をいたします。 

 日程第１７、議第６２号豊郷町行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  議長。 

中島議長  町長。 

伊藤町長  それでは、議第６２号豊郷町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。 

 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行

政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改

正する法律の施行により、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、項ずれが生じたため、

所要の改正を行うものでございます。 

 どうぞご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

中島議長  これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

議  員  なし。  

中島議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより議第６２号に対する討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

議  員  なし。 

中島議長  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより、議第６２号豊郷町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供
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に関する条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 

 賛成の諸君は起立を願います。 

議  員  （起立、全員） 

中島議長  全員起立でございます。よって、議第６２号は原案のとおり可決されました。 

 日程第１８、委員会の閉会中の継続審査の申出について、議会運営委員会委

員長、総務産業建設、文教民生、予算決算、議会広報の各常任委員会の委員長

から、会議規則第７５号の規定により、議会運営委員会は議会運営に関する事

項について、総務産業建設常任委員会は、行財政問題、農業、商工業、土木な

らびに上下水道の整備、委員会研修について、文教民生常任委員会は、学校教

育及び社会教育、福祉保健対策、委員会研修について、予算決算常任委員会は、

予算決算、委員会研修について、議会広報常任委員会は、広報編集、委員会研

修について、それぞれ閉会中の継続審査の申出があります。 

 議会運営委員会委員長ならびに総務産業建設、文教民生、予算決算、議会広

報の各常任委員会の委員長の申出のとおり、閉会中の継続審査にご異議はござ

いませんか。 

議  員  異議なし。 

中島議長  異議なしと認めます。よって、議会運営委員会委員長ならびに総務産業建設、

文教民生、予算決算、議会広報の各常任委員会委員長の申出のとおり、閉会中

の継続審査とすることに決定をいたしました。 

 これをもちまして、本日の日程の全ては終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 これにて、令和７年１１月第１回臨時会を閉会いたします。ご苦労さまでし

た。 

（午前１１時２０分 閉会）  

 


